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[bookmark: _Hlk199260149]旧氏の振り仮名記載に係るご案内

１　旧氏の振り仮名の記載について

1 請求の必要がない場合
	① 通知に記載されている旧氏の振り仮名が正しい方
※令和８年５月２６日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま
　住民票に記載されます。

2 請求の必要がある場合
1 通知に記載されている旧氏の振り仮名が、ご自身の振り仮名と異なる方
2 通知に記載されている旧氏の振り仮名は正しいが、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい方

２　旧氏の振り仮名の請求時に必要な書類について

1 通知と異なる読み方を請求する場合
1 [bookmark: _Hlk199180677]同封した「旧氏の振り仮名記載請求書」
2 個人番号カードや免許証等の本人確認書類（郵送の場合は、写し）
3 請求する読み方が通用していることを証する書面（旅券、預金通帳等の写し）

2  早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合
1 同封した「旧氏の振り仮名記載請求書」
2 個人番号カードや免許証等の本人確認書類（郵送の場合は、写し）
※「旧氏の振り仮名記載請求書」は、ホームページからもダウンロードできます。
※郵送で請求を行う場合は、市民課市民係へ送付してください（郵送費用はご負担
願います）。

３　よくあるお問い合わせ

問　早期に戸籍の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、この通知の旧氏の振り仮名の記載の請求のみで行うことができますか。
答　併せて行うことはできません。
本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、確認の上「振り仮名の届」の届出を行ってください。




